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健康や各種健診
についての
お知らせですHealthINFOR

MATION

妊娠がわかったら、早めに母子健康手帳の交
付を受けましょう。妊娠中の生活や制度などに
ついて保健師が説明します。
●とき　２月６日、13 日、20 日、27 日の午前

10 時から 11 時 30 分まで①必ず妊婦さん本人
がお越しください②原則、毎週水曜日の交付ですが、都合
がつかない場合は相談に応じます
●ところ　総合福祉センター保健棟　
●必要なもの　妊娠届出書（ある人のみ）

母子健康手帳の交付

乳幼児健診・相談
２月の乳幼児健診は次のとおりです。該当者

には事前に通知をしています。ご確認ください。
●とき　健診の内容によって異なりますので詳
    細は通知（案内）書をご確認ください
●ところ　総合福祉センター保健棟
●内容　身体測定・問診・小児科医診察・育児相談・栄養
    相談など

健診内容 期　日 対象児

４か月健診 ２月 14 日（木） 平成 24 年 09 月 20 日から
平成 24 年 10 月 17 日生まれ

７か月健診
２月 28 日（木）

平成 24 年 06 月 29 日から
平成 24 年 08 月 2 日生まれ

12 か月健診 平成 24 年 2 月 01 日から
平成 24 年 2 月 29 日生まれ

１歳半健診
２月 7 日（木）

平成 23 年 07 月 11 日から
平成 23 年 08 月 7 日生まれ

３歳児健診 平成 22 年 1 月 11 日から
平成 22 年 2 月  7 日生まれ

乳幼児相談
（身体測定・育児・栄養相談）

２月 27 日（水） 平成 24 年 12 月 25 日から
平成 25 年  1 月 18 日生まれ

※乳幼児相談は、どなたでもお気軽にお越しください。（申込不要）

予防接種
■ＢＣＧ予防接種
▷４か月健診のときに一緒に行います
▷接種期間　生後６か月未満
▷ところ　総合福祉センター保健棟

2013.２−12

期　日 時　　間
２月 14 日（木） 午後１時 30 分から２時まで３月 14 日（木）

＊＊腎臓病の予防教室＊＊

参加者募集

腎臓は臓器の中でも重要な臓器です。
この機会に勉強してみませんか？低タン
パク食の試食も用意しています。
● とき　３月 1 日（金）午前 10 時から

午後１時まで
●ところ　総合福祉センター保健棟
●対象者　健診等で血清クレアチニン値

が男性 1.0 以上、女性 0.8 以上の人
●募集人員　20 人
●参加費　無料
● 申し込み期限　２月 22 日（金）まで

に電話でお申し込みください。

忘れていませんかワクチン接種!!
■ＭＲ（麻しん・風しん）予防接種
　麻しん（はしか）・風しんの予防接種を次
の対象者の人に通知しています。通知がきた
人は必ず接種しましょう。３月 31 日を過ぎ
ると有料になりますので、まだ接種が済んで
いない人は早めに予防接種を受けましょう。
また、予診票を失くした人は役場保険健康課
もしくは総合福祉センター保健棟にて配布し
ます。            　　　　 　　　　　　　　

対象者

Ⅱ期（年長学年齢）平成 18 年 04 月 12 日から
平成 19 年 14 月 21 日生まれ

Ⅲ期（中学１年） 平成 11 年 04 月 12 日から
平成 12 年 14 月 21 日生まれ

Ⅳ期（高校３年） 平成 16 年 04 月 12 日から
平成 17 年 14 月 21 日生まれ

▽接種の仕方…かかりつけの医療機関に電話
で予約し接種してください。
▽接種期間…平成 25 年３月 31 日まで
接種期間を過ぎると有料になり 10,000 円程度
の料金が発生します。この機会にぜひ接種し
ておきましょう。
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国保からの
お知らせです  国保の

そこが知りたい
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す
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①まず落ち着いて
落ち着きが何より大事。
ショックのあまり冷静
な判断を失ってはなり
ません。けが人の救護等
が優先です。

②相手を確認
ナンバー確認のほか、運
転免許証、電話番号、自
賠責・任意保険の事項等
を記録しましょう。

③必ず警察へ連絡を
警察への連絡を忘れて
はいけません。後日、「交
通事故証明書」が必要に
なります。同時に国保へ
届けることも。

④示談は国保へ届け
　出てから
国保で治療を受けたと
きは示談の前に必ず国
保へ連絡。示談は焦って
する必要はありません。
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